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１ はじめに 

牛の異常産は県内で多発しており、特に平成 20 年度冬から平成 21 年度春にかけてアカバ

ネ病及びこれを疑う事例が発生した。異常産は得られる予定であった子牛や乳が得られなく

なることから、酪農家・和牛繁殖農家にとって甚大な経済的損失を与える。そこで、本県の

近年の異常産発生状況を調査し、異常産の発生予防対策を検討した。なお、今回は異常産を

「流産・早産・死産といった分娩異常に先天異常子牛の分娩を加えたもの」と定義した。 

 

２ 調査内容 

異常産に関する病性鑑定結果、牛流行熱等予察調査におけるアカバネ病・アイノウイルス

感染症・イバラキ病・チュウザン病の抗体検査結果及び県下各共済診療所から報告を受けて

いる牛異常産の発生状況報告書を集計・検討した。 

 

３ 病性鑑定結果の集計 

 平成７年４月～21 年９月の病性鑑定結果を異常産発生の原因別に分類した（図１）。但し、

確定診断に至らなかったものの、臨床症状・疫学的観点・剖検所見等より当該疾病が疑われ

る例も含めて集計した。 

 その結果、アルボウイルスによる

症例が 21％であり、その中でもアカ

バネ病の 15％・19 件が最多であっ

た。原虫性であるネオスポラ症が

20％・25 件であった。口蓋裂等の単

純奇形が 17％・22 件、その他が

10％・13 件、原因不明が全体の

32％・41 件であった。 

 

 

 

 

奇形 17%

アカバネ 15%

ネオスポラ 20%

混合 3%
アイノ 2%
イバラキ 1%

その他 10%

不明 32%

（図１）病性鑑定結果・原因別割合
平成7～21年度・全127件（疑い例含む）

※胎子１頭１件（双子は２頭で１件）
アルボ

ウイルス 21%



４ アカバネ病の発生頭数及び予察調査結果の推移 

 牛流行熱等予察調査事業においてアカバネウイルスの抗体価が陽転した割合及び病性鑑定

によりアカバネ病と診断又は疑い例とされたものについて、年度別の推移を同予察調査及び

病性鑑定の結果を集計した（図２）。 

抗体価は平成 10 年度～13 年度、16 年度、20 年度に高い陽転率（10 年度：50 頭中 34 頭、

11 年度：50 頭中 30 頭、13 年度：42 頭中 23 頭、16 年度：48 頭中 27 頭、20 年度：45 頭

中 31 頭陽性）を示した。このうち、

平成 10・13・16・20 年度には発症

牛が認められた。特に多発した平成

10・20 年度は９月下旬の調査で陽転

しており（平成 10 年度：陽性 34 頭

中 30 頭、平成 20 年度：陽性 31 頭

中 23 頭）、他の年は 11 月の調査で

陽転した例が多数であった。なお、

平成 21 年度の２頭は春に年度をま

たいで発生したものであった。 

 

 

５ ネオスポラ症の病性鑑定結果及び抗体のサーベイランス結果 

 異常産との稟告があり病性鑑定を実施した事例のうち、胎子の剖検・病理検査を実施する

とともに母牛血清を採取し蛍光抗体

法で抗体価を測定した症例を対象と

して、異常産発生母牛の抗体陽性率

を集計した（図３）。母牛抗体陽性は

28 戸中 15 戸（54％）、41 頭中 25

頭（61％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

＜母牛抗体陽性率＞

（a） 異常産病性鑑定

（母牛血清抗体/蛍光抗体法による）

（図３）病性鑑定結果・ネオスポラ症
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農家（戸）母牛（頭）

（図２）病性鑑定結果・アカバネ病
発生頭数・・・病性鑑定結果（疑い例含む）
陽転率 ・・・予察調査での抗体陽転率（×４以上変動）
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（図４）病性鑑定結果・ネオスポラ症

（b） サーベイランス

（蛍光抗体法による）
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（陽性判定基準：２００倍希釈）

 また、流産の多発によりネオスポラの侵入が疑われた農家で実施された、母牛血清を用い

たサーベイランスの結果を集計した

（図４）。ネオスポラ抗体陽性牛が確

認されなかったのはＣ農家のみであ

った。Ｉ農家・Ｊ農家では検査頭数

のそれぞれ 92％、100％の牛が陽性

であった。全体のうち、10 戸中９戸

（90％）、458 頭中 179 頭（39％）

が陽性であった。 

 

 

 

６ 異常産発生状況報告 

病性鑑定に持ち込まれる異常産の症例は県内で発生したその一部であることから、全体像

を把握するため、県内各家畜診療所から毎月報告がある異常産発生状況報告について、平成

12 年度～21 年度にかけて月別に集

計した（図５）。死産は 526 頭で全

報告のうち 62％であった。その他

（正常日齢・生存の状態で分娩され

たものの、奇形や虚弱であった事例）

が 151 頭・18％であった。流産は

142 頭・17％、早産 22 頭・３％で

あった。なお、流産は７～９月に全

体の約半数である 69 頭が発生した。 

 

 

７ まとめ 

病性鑑定及び予察調査の結果から、県内では感染性の異常産としてアカバネ病とネオスポ

ラ症が大きな要因であることが確認された。アカバネ病は数年おきに発生していることから、

異常産３種混合ワクチンの接種による予防が今後も必要であることが示唆された。 

平成９年度のブルセラ病検査余剰血清を用いたネオスポラ浸潤調査に関する山下ら（１）の

調査では、907 頭中 123 頭（14％）、86 頭中 48 頭（56％）が陽性であった。今回は全戸を

対象とした調査を実施していないが、病性鑑定及びサーベイランスの結果よりネオスポラ原

（図５）異常産発生状況報告
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虫の浸潤が確認され、異常産発生の主要な要因のひとつとなっていることが分かった。一般

的には水平感染防止策として流死産胎子・胎盤の適切な処理、犬科動物の飼料倉庫への侵入

防止、垂直感染対策・群生産性の改善策として抗体陽性牛の淘汰が推奨されている（２）。一

方、ネオスポラ原虫が群全体に蔓延している農場では、三好ら（３）の推奨する、低能力・高

抗体価牛を優先的に廃用、低能力・低抗体価牛を順次廃用、高能力・高抗体価牛より交雑種

を生産、高能力・低抗体価牛から後継牛を生産する対策を実施することが望まれる。ネオス

ポラ原虫は投薬によりシストを殺滅できず、また、ワクチンの開発も困難であるとされてい

る（２）。従って、今後は感染性の異常産についてはネオスポラ症への対応が重要と考えられ

る。 

さらに、異常産発生状況報告から、流産・早産・死産・その他で分類すると死産が最も大

きい割合を占めることが分かった。異常産の発生数を大幅に減少させるためには、死産への

対策を実施することが重要である。死産には感染症によるもの、分娩管理失宜等様々な原因

が考えられることから、これらの内訳をさらに検討し、多様な方面から対策を講じる必要が

ある。 
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